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平成24 年度 長野市環境マネジメントシステム 環境監査報告書 

 

 

 

 

本市が独自ＥＭＳである長野市環境マネジメントシステム（ＮＥＭＳ）の運用を開始し、本年度で２年目

となる。 

今回実施した環境監査は、昨年度の環境監査がＮＥＭＳ運用初年度に当たることから環境部職員によるサ

ンプル的な監査として実施したのに対し、環境監査手順書をＮＥＭＳマニュアルに沿ったものに改定し、外

部の環境監査員を相互環境監査員として環境監査員に交えるとともに事務事業の実施状況、法令等の順守状

況、指標・目標値の進捗状況等に焦点を当てた実質的な監査として行った。 

当該監査は、外部の審査機関による審査と異なり、内部の職員が監査員となり、監査対象の部局等（ＮＥ

ＭＳの適用組織である部局及び部局に設置された所、センター等）において実施するものであることから、

環境監査員の養成や監査そのものを通して、監査をする側の職員、監査を受ける側の職員（所属）の双方が

環境マネジメント、ＮＥＭＳ規格及び本市環境施策全般の理解を得る上で非常に有益なものとなった。 

今回の監査の総合的評価としては、「おおむね良好」であったものの、個別では重度の不適合である環境

法令等の違反、軽度の不適合である指標・目標値の未達成その他の要改善事項の指摘が散見された。 

これら要改善事項の指摘を受けた部局等は、本指摘を真摯に捉え、早急な是正措置を講ずるとともに改善

のための機会とし、また今回指摘を受けていない、又は被監査部局として抽出されていない部局等において

も、本指摘を見直しの契機とし、長野市環境方針に沿った事務事業の取組に向け、より一層の進捗を図る必

要がある。 

本報告書には、被監査部局等が日常業務等において行っている「良い取組」を併せて記載しているので、

類似の部局等のみならず、全ての部局等において今後の環境保全活動の参考とされたい。 

（本報告書は、環境監査手順第13に基づき作成した。） 

 

平成24年12月 

                                      代表環境監査員 
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１ 実施概要  

(1) 監査の目的 

 ア 業務全般（日常活動を含む。）の問題点を検出し、改善方法を検討し、業務の推進を図ることで環

境の保全あるいは環境負荷の削減を図る。 

イ 長野市環境マネジメントシステム（ＮＥＭＳ）の運用状況について検証する。 

ウ 実情を踏まえ、ＮＥＭＳに不合理な箇所はないか検証する。 

エ 長野市公共工事率先実行計画の運用状況について検証する。 

 

 (2) 監査基準 

ア  環境法令等への違反がないこと。 

イ マニュアル及び関連文書により規定された事項からの逸脱がないこと。 

ウ 各指標に対して設定した当該年度の目標値の未達成がないこと又は未達成が想定されないこと。 

エ  前回受けた監査における不適合、観察その他の要改善事項が是正されていること。 

 

(3) 実施期間 

   平成24年10月29日（月）から同年11月16日（金）まで 

   (別紙１「環境監査日程表」参照) 

 

(4) 監査対象部局等 

   環境監査対象部局等抽出手順により25部局等（67監査場所）を抽出 

 

箇所名（部局・課・所・センター等） 箇所名（部局・課・所・センター等） 

総務部（７所属） 商工観光部（２所属） 

（地域振興部）支所（松代・七二会・古里・ 

大豆島・朝陽・若穂・若槻） 

農林部（３所属） 

企画政策部（４所属） 都市整備部（４所属） 

財政部（６所属） 駅周辺整備局 

（財政部）管財課：車両管理棟 （教育委員会）生涯学習課：公民館（若槻、 

安茂里、小田切、芋井、若穂、

更北、七二会、信更、豊野、 

大岡） 

長野市保健所（４所属） （教育委員会）保健給食課：学校給食センター

（第一、第二、第三、豊野） 

（長野市保健所）健康課：保健センター（西部、 

松代、犀南） 

（上下水道局）浄水課：浄水場（犀川、夏目ケ

原） 

環境部（３所属）（清掃センター、衛生センター

を除く。） 

（上下水道局）下水道施設課：（東部浄化セ 

ンター） 

（環境部）清掃センター（ 終処分場を含む。） ＮＥＭＳ事務局 

（環境部）衛生センター（犀峡衛生センターを

含む。） 
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(5) 監査チーム 

   環境監査員：24人 

  

環境監査員職名 所属 氏名 環境監査員職名 所属 氏名

主任環境監査員 情報政策課 安塚　譲治 メンバー 環境政策課 鈴木　幸年

主任環境監査員 秘書課 増田  泰男 メンバー 環境政策課 西本　敏幸

主任環境監査員 都市内分権課 青木　久明 メンバー 環境政策課 鈴木　章子

メンバー 契約課 穂苅　修利 メンバー 環境政策課 足立　勝弘

主任環境監査員 環境衛生試験所 山口　恵司 主任環境監査員 廃棄物対策課 広田　逸実

主任環境監査員 観光振興課 戸谷　文規 主任環境監査員 廃棄物対策課 宮沢　和雄

メンバー 森林整備課 古澤　潤 主任環境監査員 生活環境課 寺島　郁雄

メンバー 区画整理課 青木　光雄 メンバー 生活環境課 竹内　和芳

メンバー 駅周辺整備局 小幡　法弘 メンバー 清掃センター 中島 　乗夫

主任環境監査員 体育課 小山　伸一 メンバー 清掃センター 吉田　　彰

主任環境監査員 業務課 島田　剛志 主任環境監査員 衛生センター 岡村　和夫

主任環境監査員 環境政策課 横谷　稔 メンバー 衛生センター 松田　栄一
 

※ 環境監査研修 平成24年10月4日(火)実施 

 

(6) 外部の者の参加 

  相互環境監査員：15人 

大学名・市町村名等 氏名 被監査部局等 備考 

信州大学工学部 祢津 栄治 ＮＥＭＳ事務局 オブザーバー 

信州大学工学部 中村 秀明 ＮＥＭＳ事務局 オブザーバー 

信州大学工学部 高見澤 敏 ＮＥＭＳ事務局 オブザーバー 

信州大学工学部 山口 利幸 若槻支所 オブザーバー 

信州大学工学部 笠井 利幸 第三学校給食センター 監査員 

信州大学工学部 強瀬 千恵美 第三学校給食センター オブザーバー 

信州大学工学部学生 塩崎 龍太郎 衛生センター オブザーバー 

信州大学工学部学生 丸山 直也 衛生センター オブザーバー 

飯田市地球温暖化対策課 桜井 裕司 環境部 オブザーバー 

飯田市地球温暖化対策課 増田 寿匡 環境部 オブザーバー 

上田市生活環境課 山越 晃 ＮＥＭＳ事務局 オブザーバー 

上田市生活環境課 西沢 栄明子 ＮＥＭＳ事務局 オブザーバー 

上田市武石地域振興課 栗木 美穂 ＮＥＭＳ事務局 オブザーバー 

千曲市環境課 岡田 則子 松代保健センター 監査員 

千曲市総務課 原田 貴明 松代保健センター 監査員 
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２ 実施結果 

 

（1） 要改善事項の件数 

 

要改善事項の種類 内容 件数 

重度の不適合 ① ・ 「環境法令等」への違反があるもの ３件 

軽度の不適合 ② 

・ マニュアル及び関連文書により規定された事項から逸脱したも

の 

・ 当該年度の目標値が未達成となったもの 

 １件 

観察     ③ 
・ 「重度・軽度の不適合」とはならないが、改善することが望ま

しいもの 
９件 

合計 ①＋②＋③ －  13件 

  

   

（2） 良い取組の件数 

 

 内容 件数 

良い取組 

・ 事業業務の遂行の中で、環境に関連して配慮していること。 

・ 事業業務の遂行の中で、環境に関連して推進していること。 

・ 昨年度から改善したことで環境面に貢献したこと。 

（節電等の全庁的な取組を除く。）。 

79件 
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(3) 要改善事項の被監査部局別集計（監査の単位：ＮＥＭＳ実施内容等別） 

要改善の区分 
 
     NEMS監査項目 
 
被監査部局等 

環
境
方
針 

環
境
法
令
等 

指
標
・
目
標
値 

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用 

量 不
適
合
の
是
正 

環
境
研
修 

緊
急
事
態
へ
の
対  

応
・
手
順
の
作
成 

Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
に
関
す 

る
情
報
の
取
扱
い 

公
共
工
事
率
先
実 

行
計
画
関
連 

そ
の
他 

重

度

の

不
適
合 

軽
度
の 

不
適
合 

観 

察 

総務部  
観察 
２ 

    
観察 
１ 

     ３ 

長野市保健所              

（環境部） 

清掃センター（ 終処分場

を含む。） 

            
 
 

衛生センター（犀峡衛生セ
ンターを含む。） 

             

（教育委員会） 

保健給食課（対象：学校給

食センター※１） 

重度 
２ 

観察 
１ 

    
観察 
１ 

   ２  ２ 

（上下水道局） 

浄水課（対象：犀川浄水場、

夏目ケ原浄水場） 

             

下水道施設課（対象：東部

浄化センター） 
             

ＮＥＭＳ事務局              

環境部（清掃センター、衛生

センターを除く。） 
             

商工観光部              

農林部              

都市整備部   
軽度 
１ 

        １  

駅周辺整備局              

企画政策部 
重度
１ 

観察
２ 

    
観察
１ 

   １  ３ 

（地域振興部） 

 支所※２ 
             

財政部              

（財政部） 

管財課（対象：車両管理棟） 
             

（長野市保健所） 

健康課（対象：保健センタ

ー※３） 

             

（教育委員会） 

生涯学習課（対象：公民館

※４) 

 
観察
１ 

          １ 

合 計 ３ ６ １ ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０ ３ １ ９ 

 
※１ 学校給食センター･･･第一、第二、第三、豊野 
※２ 支      所･･･松代、七二会、古里、大豆島、朝陽、若穂、若槻 
※３ 保 健 セ ン ター･･･西部、松代、犀南 
※４ 公   民   館･･･若槻、安茂里、小田切、芋井、若穂、更北、七二会、信更、豊野、大岡 
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(4) 要改善事項の内容一覧 

種類 要改善事項の内容(具体的な事実・監査証拠) 被監査部局等 
ＮＥＭＳ 

該当箇所  

交通事故防止対策事業に係る白線を引く作業において有機溶剤を含む塗料

を使用するが、この塗料はMSDSから特別管理産業廃棄物の廃油であり、同

塗料の使用後の残余のものについての保管に当たり表示がされていない。

（法第１２条の２第２項）（同施行規則第８条の１３） 

企画政策部 

（交通政策課） 

Ⅰ長野市環

境方針 

第二学校給食センターの産業廃棄物の保管施設について、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律第12条第2項による環境省令で定める技術上の基準に

従った｢保管場所の表示｣が、縦42 ｾﾝﾁ横30 ｾﾝﾁであり、施行規則第8条第1

号ロ(1)「縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。」の規格を

みたしていない。 

保健給食課 

（第二学校給食

センター） 

Ⅰ長野市環

境方針 

重
度
の
不
適
合 

産業廃棄物の保管場所について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12

条第 2 項による環境省令で定める技術上の基準に従った「周囲に囲い」が

なく、「保管場所」の表示がない。 

保健給食課 

（豊野学校給食

センター） 

Ⅰ長野市環

境方針 

軽
度
の
不
適
合 

指標・目標コード41 市民一人当たりの都市公園面積（㎡）平成24年度の

目標値 7.5㎡上記目標の未達成（平成24年度実績なし） 

都市整備部 

（公園緑地課） 

Ⅲ－４ 指

標・目標値の

達成状況等

及びエネル

ギー使用量

の報告 

平成 22 年度の環境監査において、長野県公害の防止に関する条例第53 条

の規定による「公害防止管理責任者の選任」が行われていなかったことに

より、不適合と判定された件で、平成22年度に庶務課長を管理責任者とし

て選定されたが、環境法令等一覧表に適用条例が記載されていなかった。 

総務部 

（庶務課） 

Ⅲ－２ 環

境法令等一

覧表の作成 

PCBの保管については、届出や場所の変更の届出はされていたが、その根拠

となる「電気事業法」の記載が、法令等一覧表になかった。 

総務部 

（庶務課） 

Ⅲ－２ 環

境法令等一

覧表の作成 

第二庁舎南側の地下灯油タンクの隣に保管してある資機材について 

・環境省で作成された、自治体環境部局における化学物質に係る事故対応

マニュアル策定の手引きには、「事故後の環境の測定に必要となる資機材

は、平常時に準備し、保管、メンテナンス、消耗品の補充、有効期限の確

認等により、事故時に備え適正な保管に努めることが望ましい。また、す

ぐに持ち出せるような場所への保管、保管場所に関する情報の共有、ケー

ス等に入れてひとまとめにすること等が望ましい。資機材が不足した場合

に備えて、調達先のリストを整備することが望ましい。」とある。庶務課で

作成したマニュアルである「灯油タンク管理手順」にあるとおり、受入日

の事前準備で灯油漏洩時の緊急資材（土のう・オイルマット・消火器等） の

確認を行い、定期的に地下タンク用緊急資材倉庫の内容物の確認を点検し

ているが、資機材リスト（在庫一覧表等）の整備はされていなかった。 

総務部 

（庶務課） 

Ⅲ－８ 緊

急事態への

対応 

観
察 

特別管理産業廃棄物に係る処理において、当該事業場に係る当該特別管理

産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるための「特別管理産業廃

棄物管理責任者」（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第８項）

が明示されていない。 

企画政策部 

（交通政策課） 

Ⅲ－２ 環

境法令等一

覧表の作成 
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種類 要改善事項の内容(具体的な事実・監査証拠) 被監査部局等 
ＮＥＭＳ 

該当箇所  

環境法令等一覧表に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る条項に一部

記載漏れ（特別管理産業廃棄物保管基準の遵守（第 12 条の２第２項）、特

別管理産業廃棄物管理責任者の設置（第 12 条の２第８項）、特別管理産業

廃棄物保管基準の内容（施行規則第８条の 13）ほか）と毒物及び劇物取締

法（毒物及び劇物の廃棄（第15条の２））の記載誤りがある。 

企画政策部 

（交通政策課） 

Ⅲ－２ 環

境法令等一

覧表の作成 

特別管理産業廃棄物の廃油について、飛散、漏れ・流れ出・しみ出等を想

定しておらずマニュアル等の手順が作成されていない。 

企画政策部 

（交通政策課） 

Ⅲ－８ 緊

急事態への

対応 

環境法令等一覧表への法令等の記載漏れ及び誤記載がある。 

保健給食課 

 （豊野学校給食

センター） 

Ⅲ－２ 環

境法令等一

覧表の作成 

観
察 

緊急事態への対応に関するマニュアルのうち、地下軽油タンクからの軽油

の漏えいに関する対応方法が明示されていない。 

保健給食課 

 （豊野学校給食

センター） 

Ⅲ－８ 緊

急事態への

対応 

 大岡公民館に容量８３０ℓの灯油タンクが設置されていたが、環境法令一覧

表に該当法令となる「長野市火災予防条例」の記載が無かった。 

生涯学習課 

（大岡公民館） 

Ⅲ－２ 環

境法令等一

覧表の作成 
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（5）良い取組の内容一覧 

全庁的な取組（節電対策（不要電灯の消灯、パソコンの輝度調整、エレベータの使用抑制、冷房の設定温度調

整など)、裏紙の利用、両面印刷の推進、アイドリングストップなど）は各部局等で実践していた。 

その他、良い取組（事業業務の遂行の中で、環境に関連して配慮していること、推進していること、昨年度か

ら改善したことで環境面に貢献したこと。）は、以下のとおり 

№ 良い取組の内容 被監査部局等 

1 節電対策の一環として、冬の暖房温度の基準温度を、従来の20度から19度とした。 
総務部 

（庶務課） 

2 
これまでのノー残業デーの取組みに加え、週内にもう一日ノー残業日を設けるよう

庁内に通知（全所属で設定済みだが、実施率は把握していない。） 

総務部 

（職員課） 

3 
ファイリングシステムの徹底 

（書類の個人所有の廃止、紙類使用の抑制） 

総務部 

（職員研修所） 

4 

グリーンIT（ITを利用することで環境負荷を低減させること。）の推進 

・この取組としては、平成21年4月から本庁第一会議室にペーパーレス会議シス

テムを導入し、会議資料のペーパーレス化を推進するとともに、平成22年10月か

らは、市役所全体で985台（H20年度）あったコピー機やプリンタなどの印刷関連

機器を、省電力タイプの「複合機」225台に統合し、既存機器と含めて703台とし

た。平成23年度は複合機266台、既存機器263台、計529台までに減じ、印刷業

務全体の一元的管理を始めており、今後も、ＩＴを利用しながら、環境負荷の低減

を図っていきたい。 

・庁内に設置してあったホストコンピュータ（H22.10）及びOA・FNA・Listworks・

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟサーバ(H24.10)の利用を、外部のデータセンターに設置された節電効果の

高いホストコンピュータ等の利用とするアウトソーシングに移行した。これを推進

することにより、省資源化が多少図られた。 

・庁内のそのほかの業務を管理しているサーバのデータのバックアップは、午後

11時ごろからスタート（節電効果の高い時間帯で実施） 

総務部 

（情報政策課） 

5 ペットボトルキャップの回収 
総務部 

（行政管理課） 

6 
環境に配慮し、新聞紙を包装しているビニールを清掃ボランティアで使用してい

る。 

企画政策部 

（秘書課） 

7 
バスについて、予約をしたものだけ運行させるとともに、デマンド化を実施してい

る。 

企画政策部 

（交通政策課） 

8 分別したペットボトルキャップの回収し、松代中学校へ送っている。 松代支所 

9 本年度からグリーンカーテンの実施 松代支所 

10 昨年度からみどりのカーテン作成 七二会支所 

11 雨水タンク使用によるプランター給水 七二会支所 

12 ペットボトルキャップ回収 七二会支所 

13 よしず、グリーンカーテン（朝顔、ゴーヤ）の設置 大豆島支所 
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№ 良い取組の内容 被監査部局等 

14 待合所に手作りうちわ（切り絵、挿絵）を置いて市民に利用してもらっている。 大豆島支所 

15 冬の上履きはサンダルから暖かい履物にする。 大豆島支所 

16 市民からいただいた生花、観葉植物を待合所に置いている（湿度調整にもなる。）。 大豆島支所 

17 エアコンのフィルター清掃を年２回実施 大豆島支所 

18 節電型の電源タップを使用 大豆島支所 

19 湯沸し時はタイマーを利用（消し忘れ防止） 大豆島支所 

20 複写機の使用抑制に努めている。（10枚以上のコピーは印刷機を使用する。） 若穂支所 

21 グリーンカーテンの実施。水は雨水を再利用 若槻支所 

22 水は雨水を再利用 若槻支所 

23 ペットボトルキャップの収集 
財政部 

（収納課） 

24 日よけ用のヨシズを設置し、冷房効果を高める努力をしている。 
管財課 

（車両管理棟） 

25 年度当初４月に車両の適切な運行管理について庁内に周知している。 
管財課 

（車両管理棟） 

26 夏場は早朝出勤し空気の入れ替えを実施 
長野市保健所 

（総務課） 

27 
第２次食育推進計画に早寝・早起き、地産地消、食べ残しや食品廃棄を減らすなど

環境を配慮した実践目標を取り入れている。 

長野市保健所 

（健康課） 

28 

保護、引き取りした犬・ねこの譲渡事業を推進し更に処分頭数を減らした。⇒115

頭（H22）→84頭（H23） 

清泉、県短との連携協定による新規事業に動物愛護教室を提案した。動物愛護思想

や適正飼養（鳴き声・フンのマナー）の普及啓発を推進する。 

長野市保健所 

（生活衛生課） 

29 
NaIシンチレーションスペクトロメータを導入し学校給食用食材等の放射能物質検

査を実施している。 

長野市保健所 

（環境衛生試験所） 

30 雨水タンクを今年設置し、花壇への水遣りに利用している。 
健康課 

（松代保健センター） 

31 Ｈ23緑のカーテンを実施 
健康課 

（西部保健センター） 

32 料理教室ででた、料理くずは全部持ち帰りして、ゴミの減量に努めている。 
健康課 

（松代保健センター） 
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№ 良い取組の内容 被監査部局等 

33 ブラインドの活用による室温明暗調整 
健康課 

（犀南保健センター） 

34 
季節に応じた庁用車駐車位置の移動(暖気・警防・ガラス凍結対策として) 

 

健康課 

（犀南保健センター） 

35 石油ストーブ等小型暖房器具の活用 
健康課 

（犀南保健センター） 

36 冷暖房運転に応じた柔軟な会議等会場変更 
健康課 

（犀南保健センター） 

37 庁舎への緑のカーテン設置 
環境部 

（環境政策課） 

38 電気自動車導入によるエコカーの普及 
環境部 

（環境政策課） 

39 環境学習会に地球温暖化防止の観点を導入 
環境部 

（環境政策課） 

40 清掃センターへのみどりのカーテンを設置 清掃センター 

41 
終処分場への新たな高性能洗濯機の導入による作業服の洗濯等による使用水量

を抑制 
清掃センター 

42 埋立地の在来の樹木による緑化に向けた苗作りを試験的に実施 清掃センター 

43 ペットボトルのキャップの収集を行い、広徳中学校に提供しています。 衛生センター 

44 
公共工事率先実行計画の見直しに際し、コストと環境配慮とのバランスなどについ

て、積極的に提案し、計画に反映された。 

農林部 

（農業土木課） 

45 間伐は、切捨て間伐から搬出間伐に移行していく。 
農林部 

（森林整備課） 

46 林道開設時に出た材を丸太柵等に流用している。 
農林部 

（森林整備課） 

47 作業終了後は手入がされず、山に換えっていた「作業道」を維持管理している。 
農林部 

（森林整備課） 

48 グリーンカーテンの設置 
都市整備部 

（公園緑地課） 

49 長野駅前や市庁舎で、撤去が必要な高木を整備中の公園に移植し再利用を図った。 
都市整備部 

（公園緑地課） 

50 毎月 終木曜日、年12回周辺の清掃ボランティアをしている 駅周辺整備局 

51 
街の美化に勤めている。各地区の緑化支援している。 

施行管理地に花壇設置 
駅周辺整備局 

52 

 

街の美化に勤めている。各地区の緑化支援している。 

緑のカーテン実施 
駅周辺整備局 
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№ 良い取組の内容 被監査部局等 

53 エアコンのフィルター掃除 駅周辺整備局 

54 生ゴミの堆肥化をおこなっている。 
保健給食課 

（第一学校給食センター） 

55 廃食用油の再資源化 
保健給食課 

（第三学校給食センター） 

56 給食残渣の飼料・肥料化 
保健給食課 

（第三学校給食センター） 

57 環境教育への取組として、小学３年生の見学を受け入れ（10校） 
保健給食課 

（第三学校給食センター） 

58 夏季にすだれ、よしずを設置 
保健給食課 

（豊野学校給食センター） 

59 調理機械の早期の点検・修繕を行い、作業時のエネルギー浪費を防止 
保健給食課 

（豊野学校給食センター） 

60 グリーンカーテンの実施 
生涯学習課 

（若槻公民館） 

61 平成23年度から緑のカーテンをしている。（フーセンカツラ） 
生涯学習課 

（安茂里公民館） 

62 利用室のエアコンが古いためフィルターを清掃し省エネに努めている 
生涯学習課 

（安茂里公民館） 

63 H23～みどりのカーテン（ゴーヤ等）設置 
生涯学習課 

（小田切公民館） 

64 ブラインドを使い日射をコントロールした。 
生涯学習課 

（小田切公民館） 

65 植栽には雨水タンクの水をあげている。 
生涯学習課 

（小田切公民館） 

66 落ち葉を堆肥として活用 
生涯学習課 

（小田切公民館） 

67 
料理教室で、パンの耳を使った料理や、きゅうりの大きくなった物の料理で不要に

なるものを工夫することで環境の負荷をなくすような内容にした。 

生涯学習課 

（芋井公民館） 

68 今年から緑のカーテン（ヘチマ、朝顔等）を設置した。 
生涯学習課 

（芋井公民館） 

69 
子供達を対象とした清掃登山を企画し、ゴミ拾いや、し尿を持ち帰るなどの実践体

験学習の実施により、環境保全に関する学習を行い理解を深めた 

生涯学習課 

（芋井公民館） 

70 グリーンカーテンの設置（ふうせんかずら） 
生涯学習課 

（若穂公民館） 

71 
公民館主催の講座等で環境に配慮するように周知、啓発を行っている。⇒パソコン

教室日誌にＮＥＭＳの取り組みを記載 

生涯学習課 

（若穂公民館） 

72 グリーンカーテンの実施 
生涯学習課 

（更北公民館） 
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№ 良い取組の内容 被監査部局等 

73 ダンボールを利用した生ゴミの堆肥化（堆肥は施設内の庭にて利用している。） 
生涯学習課 

（更北公民館） 

74 自然に親しむ講座の実施 
生涯学習課 

（七二会公民館） 

75 
環境学習会では、地元で活動するホタル保存会の活動を学習し、子供たちに環境に

関する理解を深める機会を提供した。 

生涯学習課 

（信更公民館） 

76 
玄関自動ドアの電源オフ（季節に応じて、両扉の電源オフで常時解放、または片側

のみ電源オフで対応） 

生涯学習課 

（豊野公民館） 

77 ブルーヒーターと扇風機の併用、街灯の電源タイマーのこまめな時間設定変更 
生涯学習課 

（豊野公民館） 

78 

川の水が濁った場合、取水と井戸の揚水のコストバランスを考慮し、取水の運転を

することで、節電に配慮している（井戸の揚水には電気代がかさむが、濁った水に

は汚泥がおおく含まれるため、費用がかかる。）。 

浄水課 

79 

環境教育への取組として、 

・ 小学生の見学受け入れ 年間1,119人 

・ 親子環境教室 H23年度から実施 

・ 下水道出前教室を14の小学校で実施 

下水道施設課 

（東部浄化センター） 

 

 

 

 

３ ＮＥＭＳに対する庁内意見等 

被監査部局等 提案等の内容 

大豆島支所 

環境監査員は、できるだけ多くの職員が経験したほうがよいと思う。（環境監査に関わるこ

とでより理解が深まる） 

 

その他 

（環境監査員） 

① （環境監査員）初任者が監査内容を理解するには、半日弱の事前研修のみでは不可能 

② ・事業課の監査に当たり、なぜ技術職の職員をメンバーとしないのか疑問 

・現場確認を入れるには監査日程もタイト感が否めない。 

・事務職職員のみのメンバーでは工事現場の監査も大変困難 

③ 事業課の指標等設定について疑問を感じる。事業完了まで複数年を要する事業のみで

単年度での進捗が図りにくいもの、住民主体の事業(ex.景観協定等)など指標対象とし

てふさわしいのか大変疑問を感じる。（毎年、改善なく指摘事項となってしまうため） 

他の計画などとの関係で指標対象とせざるを得ないのならば、各課からの回答様式に、

単年度での進捗状況や実情を記述できるような工夫が必要と感じた。 

 

 


